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１ 

 

 
 
 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
全
面
救
済
と
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
の
検
証
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

カ
ネ
ミ
油
症
事
件
は
、
一
九
六
八
年
、
福
岡
、
長
崎
両
県
を
中
心
に
西
日
本
一
帯
で
、
猛
毒
に
汚
染
さ
れ
た
食
用
油
を
経
口

摂
取
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
大
規
模
で
深
刻
な
食
中
毒
事
件
で
あ
る
。
汚
染
油
は
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
（
株
）
（
北
九
州

市
）
が
同
年
二
月
上
旬
に
製
造
し
た
カ
ネ
ミ
ラ
イ
ス
オ
イ
ル
と
特
定
さ
れ
て
い
る
。
原
因
物
質
は
、
鐘
淵
化
学
工
業
（
株
）

（
現
：
（
株
）
カ
ネ
カ
／
兵
庫
県
高
砂
市
）
が
製
造
し
油
の
脱
臭
工
程
で
熱
媒
体
と
し
て
用
い
ら
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
）
、
さ
ら
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
過
熱
利
用
に
よ
り
生
成
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｄ
Ｆ
な
ど
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
で
あ
る
。 

 

臨
床
症
状
は
、
ざ
瘡
様
皮
膚
・
色
素
沈
着
・
マ
イ
ボ
ー
ム
腺
過
多
な
ど
が
特
徴
で
、
全
身
倦
怠
・
頭
痛
・
異
常
感
覚
・
気
管

支
炎
・
爪
の
変
形
な
ど
「
病
気
の
デ
パ
ー
ト
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
多
種
多
様
で
、
事
件
発
覚
か
ら
五
十
五
年
を
経
て
も
根
治
療

法
は
開
発
さ
れ
て
お
ら
ず
対
処
療
法
に
頼
っ
て
い
る
。 

 

事
件
発
覚
時
、
一
万
四
千
人
超
が
被
害
を
届
け
出
し
、
実
際
の
被
害
者
は
数
万
人
に
上
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

二
〇
二
三
年
三
月
末
現
在
、
認
定
患
者
は
二
千
三
百
二
十
一
人
（
死
者
含
む
）
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

 

当
時
、
被
害
妊
婦
の
流
産
や
死
産
が
多
発
す
る
一
方
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
引
き
起
こ
す
色
素
沈
着
が
強
く
出
た
新
生
児
は

『
黒
い
赤
ち
ゃ
ん
』
と
呼
ば
れ
社
会
に
衝
撃
を
与
え
、
油
症
患
者
へ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
に
も
な
っ
た
。
体
調
悪
化
に
よ
る
失
業
、



 

２ 

 

進
学
断
念
、
偏
見
差
別
に
よ
る
結
婚
の
破
談
や
離
縁
、
自
殺
な
ど
、
人
権
を
脅
か
す
被
害
も
多
く
、
被
害
者
ら
は
何
重
も
の
困

難
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。 

 

二
〇
一
二
年
の
「
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農

林
水
産
大
臣
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
基
本
指
針
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
原
因
企
業
の
カ
ネ
ミ
油
症
患

者
に
対
す
る
医
療
費
の
支
払
等
に
つ
い
て
国
の
支
援
施
策
を
講
ず
る
仕
組
み
も
で
き
た
。
認
定
患
者
に
対
す
る
そ
の
支
払
額

は
、
国
が
健
康
調
査
支
援
金
の
名
目
で
年
間
十
九
万
円
と
カ
ネ
ミ
倉
庫
が
医
療
費
に
つ
い
て
五
万
円
、
合
計
年
間
二
十
四
万
円

で
あ
る
。
到
底
、
被
害
の
大
き
さ
に
見
合
う
も
の
で
は
な
い
。 

 

ま
た
、
カ
ネ
ミ
ラ
イ
ス
オ
イ
ル
の
製
造
時
期
の
特
定
、
被
害
が
発
生
し
た
府
県
の
取
組
の
強
弱
、
油
症
被
害
認
定
の
方
法
や

厳
し
い
基
準
に
よ
り
、
認
定
に
至
ら
な
い
患
者
が
相
当
数
い
る
。
彼
ら
は
同
法
の
外
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
油
症
に
よ
る
被
害
は
、
直
接
食
し
た
被
害
者
（
油
症
一
世
）
に
留
ま
ら
ず
、
次
世
代
に
も
症
状
が
現
れ
て
い
る
。

次
世
代
被
害
者
は
、
ざ
瘡
様
皮
膚
、
色
素
沈
着
、
全
身
倦
怠
、
頭
痛
等
の
症
状
が
あ
っ
て
も
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
血
中
濃
度

が
低
く
、
ほ
と
ん
ど
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
二
一
年
度
か
ら
全
国
油
症
治
療
研
究
班
（
事
務
局
・
九
州
大
学
、
辻
学
班

長
）
は
、
油
症
二
世
・
三
世
（
認
定
患
者
の
子
や
孫
）
の
健
康
調
査
を
開
始
し
四
百
二
十
一
人
に
持
病
や
自
覚
症
状
を
尋
ね
る



 

３ 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
本
年
二
〇
二
三
年
六
月
二
十
三
日
、
そ
の
結
果
の
一
部
が
公
表
さ
れ
た
。
先
天
性
疾
患
「
口

唇
口
蓋
裂
」
の
発
生
率
が
高
い
傾
向
に
あ
る
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
速
や
か
に
次
世
代
の
認
定
基
準
に
つ
な
が
る
内
容
で
は

な
か
っ
た
。
子
や
孫
ら
次
世
代
の
被
害
を
解
明
し
救
済
へ
の
医
学
的
根
拠
を
期
待
し
て
い
た
油
症
一
世
ら
は
落
胆
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

行
政
の
責
任
に
つ
い
て 

 

１ 

国
は
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
（
発
生
、
経
過
、
被
害
な
ど
）
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
全
体
像
を
把
握
し
、
行
政
の
責
任
を

検
証
し
て
い
る
か
。 

 

２ 

一
九
六
八
年
二
月
か
ら
三
月
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
の
ダ
ー
ク
油
で
養
鶏
二
百
万
羽
が
中
毒
死
し
、
農
林
省
は
同
年
三
月
十
八

日
に
回
収
を
指
示
し
た
。
人
間
の
中
毒
も
二
月
頃
か
ら
報
道
さ
れ
て
い
た
が
、
カ
ネ
ミ
ラ
イ
ス
オ
イ
ル
が
販
売
禁
止
さ
れ

た
の
は
同
年
十
月
十
五
日
だ
っ
た
。
こ
の
六
カ
月
間
に
被
害
は
拡
大
し
た
。
こ
の
時
点
で
農
林
省
と
厚
生
省
の
連
携
が
な

か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。 

 

３ 

カ
ネ
ミ
油
症
事
件
は
食
品
衛
生
法
の
対
象
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
の
規
定
に
な
い
認
定
制
度
が
持
ち
込
ま

れ
た
。
そ
れ
が
壁
と
な
り
認
定
に
至
ら
な
い
場
合
が
相
当
数
あ
る
。
食
品
衛
生
法
に
よ
る
食
中
毒
の
扱
い
で
あ
れ
ば
、
食



 

４ 

 

し
て
不
調
を
訴
え
た
時
点
で
全
員
が
認
定
さ
れ
る
。
カ
ネ
ミ
ラ
イ
ス
オ
イ
ル
に
お
い
て
も
そ
う
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
な

ぜ
、
認
定
制
度
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
か
。
現
時
点
か
ら
で
も
食
品
衛
生
法
に
よ
っ
て
認
定
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

認
定
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て 

 

１ 

カ
ネ
ミ
ラ
イ
ス
オ
イ
ル
の
汚
染
は
、
一
九
六
八
年
二
月
上
旬
に
製
造
さ
れ
た
も
の
と
製
造
時
期
が
特
定
さ
れ
た
。
し
か

し
、
早
く
は
一
九
六
一
年
に
北
九
州
市
で
発
症
し
て
い
た
（
一
九
七
三
年
十
月
十
二
日
「
毎
日
新
聞
」
）
。
ま
た
一
九
六

八
年
五
月
製
造
で
あ
っ
た
た
め
に
認
定
さ
れ
ず
訴
訟
を
起
こ
し
た
が
敗
訴
し
た
患
者
も
い
る
（
一
九
八
〇
年
一
月
二
十
一

日
「
朝
日
新
聞
」
夕
刊
）
。
特
定
さ
れ
た
時
期
に
該
当
し
な
い
油
症
患
者
は
被
害
認
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
加
え
て
、

製
造
時
期
の
特
定
に
よ
り
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
の
長
期
に
わ
た
る
杜
撰
な
操
業
実
態
が
徹
底
調
査
な
か
っ
た
こ
と
も
問
題
だ
。

油
症
被
害
の
報
告
に
基
づ
い
て
製
造
時
期
を
拡
大
し
認
定
対
象
を
拡
大
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

２ 

被
害
の
診
断
基
準
は
比
較
的
少
数
例
の
診
察
所
見
を
基
に
つ
く
ら
れ
、
継
続
的
な
観
察
や
追
跡
検
診
な
ど
に
よ
っ
て
治

験
が
追
加
さ
れ
て
は
き
た
。
し
か
し
、
油
症
の
病
態
を
広
く
捉
え
る
に
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
認
定
基
準
は
、
皮
膚
症

状
と
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
血
中
濃
度
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
内
科
な
ど
の
全
身
症
状
を
含
め
た
病
態
や
癌
等
免
疫
機
能

へ
の
影
響
、
遺
伝
子
レ
ベ
ル
の
影
響
等
の
把
握
を
行
い
、
そ
れ
に
沿
っ
て
認
定
基
準
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な



 

５ 

 

い
か
。 

 

３ 
二
〇
一
二
年
の
「
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
同
居
家
族
内
認

定
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
も
の
を
対
象

と
す
る
と
い
う
文
言
の
た
め
、
以
降
に
症
状
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
に
は
認
定
基
準
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て

い
る
。
同
法
は
政
治
的
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
、
被
害
者
の
健
康
調
査
と
は
ま
っ
た
く
別
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
油
症

班
が
行
う
健
康
調
査
か
ら
、
同
法
に
よ
る
日
付
の
区
切
り
を
外
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

三 

次
世
代
の
被
害
認
定
・
救
済
と
「
次
世
代
調
査
」
に
つ
い
て 

 

１ 

厚
労
省
は
、
次
世
代
被
害
者
に
つ
い
て
、
一
世
と
同
じ
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
血
中
濃
度
で
認
定
す
る
こ
と
を
適
切
と
考

え
て
い
る
の
か
。 

 
 
 

ま
た
、
台
湾
の
台
中
県
で
起
き
た
油
症
事
件
（
一
九
七
八
年
～
一
九
七
九
年
）
で
は
、
二
世
認
定
に
つ
い
て
登
録
制
度

を
設
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
を
参
考
に
日
本
に
お
い
て
も
早
急
に
全
体
像
を
把
握
し
て
、
次
世
代
被
害
者
を
認
定
に

結
び
つ
け
、
救
済
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

２ 

「
次
世
代
調
査
」
の
先
天
性
疾
患
「
口
唇
口
蓋
裂
」
の
症
例
に
つ
い
て
、
父
母
（
祖
父
母
）
の
認
定
が
ど
う
な
っ
て
い



 

６ 

 

る
の
か
を
示
し
て
欲
し
い
。
ま
た
、
油
症
の
症
状
が
認
め
ら
れ
る
二
世
で
、
父
親
が
油
症
患
者
で
あ
る
が
、
母
親
が
油
症

患
者
で
は
な
い
場
合
、
遺
伝
子
の
レ
ベ
ル
で
影
響
が
出
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

四 

未
認
定
者
の
実
態
調
査
に
つ
い
て 

 

１ 

本
年
十
二
月
、
長
崎
県
は
独
自
に
県
が
把
握
し
て
い
る
カ
ネ
ミ
油
症
未
認
定
者
（
「
次
世
代
調
査
の
参
加
者
」
「
連
絡

拒
否
者
」
を
除
く
）
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
国
が
率
先
し
て
各
府
県
を
通
し
て
未
認
定
患
者
の
実
態

把
握
を
行
い
、
認
定
基
準
の
改
定
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

五 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
製
造
し
た
鐘
淵
化
学
工
業
（
株
）
（
現
：
（
株
）
カ
ネ
カ
／
兵
庫
県
高
砂
市
）
の
責
任
に
つ
い
て 

 

１ 

国
と
し
て
、
（
株
）
カ
ネ
カ
の
責
任
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
。
製
造
物
の
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
現
在
、
継

続
さ
れ
て
い
る
「
三
者
協
議
」
（
国
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
、
被
害
者
）
に
、
被
害
者
か
ら
、
カ
ネ
カ
を
加
え
て
「
四
者
協
議
」

と
す
る
こ
と
を
望
む
意
見
が
出
て
い
る
。
国
か
ら
カ
ネ
カ
に
協
議
に
参
加
す
る
よ
う
働
き
か
け
が
で
き
な
い
か
。 

 

２ 

二
〇
〇
四
年
か
ら
国
が
全
額
出
資
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
施
設
「
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
」
が
整
備
さ
れ
た
。
現
在
の
稼
働
状
況
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。
国
は
今
後
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
カ
ネ
カ
な
ど
が
海
に
流
し
て

い
た
大
量
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
す
く
い
揚
げ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
覆
っ
た
通
称
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
丘
」
が
兵
庫
県
高
砂
市
に
あ



 

７ 

 

る
。
そ
の
扱
い
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
政
府
の
承
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
答
え
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


